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各位

揚貨設備に関してマーシャル諸島籍船舶には ILO 条約の適用は要求されません。しかし、同国政

府は ILO 条約 第 152 号の Part III、21 条～32 条の適用を推奨しています。

同条約を適用した場合は、当該船のデリック装置は従来の年次検査に代え、年次詳細検査を受ける

ことになります。年次詳細検査を受けた場合は、本船の Cargo Gear Book にその旨記載します。

同条約の適用をご希望の場合は、当該船の検査時に弊会に申し出下さればその旨処理いたしま

す。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人　日本海事協会　（ClassNK）

本部　管理センター　材料艤装部

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号　102-8567）
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp


